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勲
功
華
族
仁
禮
景
範
家
の
塩
田
経
営

三
〇
一　
（
三
〇
一
）

は
じ
め
に

　

明
治
政
府
は
、
維
新
に
功
労
の
あ
っ
た
者
を
「
華
族
」
と
し
て

特
別
な
身
分
を
与
え
る
と
と
も
に
、
経
済
的
優
遇
策
を
と
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
大
名
華
族
は
そ
の
典
型
で
、
薩
長
土
肥
な
ど
の
旧
大
名

は
賞
典
禄
を
受
け
取
り
、
金
利
生
活
者
化
し
、
ま
た
種
々
の
方
法

で
資
産
増
殖
を
図
っ
）
（
（
た
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
低
い
身
分
階
層

で
功
労
の
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
勲
功
華
族
に
つ
い
て
、
維
新
後
経
済

的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
経
済
活

動
を
行
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
な

い
。

　

と
こ
ろ
が
、
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
（
以
下
「
慶
大

古
文
書
室
」）
に
、
そ
の
問
題
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
迫
る
こ
と

の
で
き
る
史
料
が
少
量
な
が
ら
も
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の

で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
考
察
を
行
っ
て
み
た

い
。
具
体
的
に
は
、
薩
摩
藩
に
お
い
て
維
新
の
際
に
活
躍
し
、
維

新
後
は
海
軍
の
元
勲
と
し
て
君
臨
し
た
仁に

禮れ

景か
げ

範の
り

及
び
そ
の
家
に

つ
い
て
の
史
料
で
あ
る
。
同
家
は
、
政
府
か
ら
無
料
で
下
げ
渡
さ

れ
た
船
橋
の
海
浜
を
塩
田
と
し
て
開
発
し
、
自
己
の
居
住
地
で
あ

る
三
田
（
現
東
京
都
港
区
）
の
地
名
を
取
っ
て
「
船
橋
三
田
新

田
」
と
名
付
け
、
そ
こ
か
ら
の
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　

な
お
、
こ
の
史
料
群
と
出
所
を
同
じ
く
す
る
と
思
わ
れ
る
若
干

の
史
料
が
国
文
学
研
究
資
料
館
に
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
も
併

せ
て
考
察
に
加
え
る
こ
と
と
す
）
（
（
る
。

一　

仁
禮
景
範
に
つ
い
て

　

さ
て
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
塩
田
の
経
営
者
仁
禮
景
範

は
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
、
鹿
児
島
城
下
下
荒
田
町
に
生
ま

れ
、
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
鹿
児
島

勲
功
華
族
仁
禮
景
範
家
の
塩
田
経
営

井　

奥　

成　

彦



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

三
〇
二　
（
三
〇
二
）

藩
時
代
は
下
級
武
士
の
家
に
育
ち
、
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
に

は
大
久
保
利
通
ら
と
と
も
に
誠
（
精
）
忠
組
を
結
成
し
、
尊
皇
攘

夷
運
動
に
関
わ
り
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
薩
英
戦
争
の
際

に
は
英
鑑
乗
っ
取
り
を
試
み
る
な
ど
、
血
気
盛
ん
な
若
者
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
長
崎
遊
学
や
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
か
ら
明
治

元
（
一
八
六
八
）
年
に
は
、
藩
命
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
留
学
も
経
験

し
て
お
り
、
英
語
・
歴
史
・
地
理
等
を
学
ん
で
い
る
。
そ
の
と
き

の
詳
細
な
日
誌
が
現
在
、
ご
子
孫
の
景
信
氏
宅
に
残
っ
て
い（
３
）る。

　

明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
仁
禮
景
範
は
、
ま
ず
明
治
四
年
か
ら
兵

部
省
・
海
軍
省
に
文
官
の
会
計
局
営
繕
掛
と
し
て
出
仕
し
た
。
彼

が
本
格
的
に
軍
人
に
な
る
の
は
同
七
年
、
海
軍
大
佐
に
任
じ
ら
れ

て
か
ら
で
あ
っ
た
。
明
治
一
三
年
に
は
海
軍
少
将
と
な
り
、
同
一

七
年
に
は
華
族
令
に
よ
り
、
子
爵
の
位
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
翌
年
の
明
治
一
八
年
に
は
海
軍
中
将
、
そ
の
後
海
軍
参
謀
本
部

長
と
な
り
、
同
二
四
年
に
は
海
軍
大
学
校
校
長
、
二
五
年
に
は
海

軍
大
臣
と
な
っ
た
が
、
翌
明
治
二
六
年
、
民
党
や
文
官
か
ら
海
軍

改
革
に
不
熱
心
と
の
批
判
を
受
け
辞
任
、
以
後
は
枢
密
顧
問
官
と

な
っ
て
い
る
。

　

開
墾
を
経
て
、
景
範
の
塩
田
経
営
が
軌
道
に
乗
る
の
は
、
明
治

一
七
年
に
爵
位
を
授
け
ら
れ
る
前
後
で
、
明
治
三
〇
年
に
は
北
海

道
十
勝
に
仁
禮
農
場
を
経
営
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い（
４
）るが
、
同

三
三
年
、
三
田
綱
町
の
自（
５
）宅で
病
没
し
て
い
る
。
塩
田
の
経
営
は

そ
の
後
、
息
子
の
景
一
が
受
け
継
い
だ
が
、
専
売
制
施
行
の
明
治

三
八
年
に
手
放
し
、
以
後
同
家
は
北
海
道
の
農
場
経
営
に
力
を
注

ぐ
こ
と
と
な
る
。

二　

船
橋
三
田
新
田
史
料
に
つ
い
て

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
船
橋
三
田
新
田
関
係
史
料
は
慶
大
古

文
書
室
と
国
文
学
研
究
資
料
館
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

慶
大
古
文
書
室
所
蔵
分
は
「
船
橋
三
田
浜
塩
田
文
書
」
と
名
付

け
ら
れ
て
お
り
、
塩
田
開
発
や
塩
田
経
営
関
係
の
帳
簿
類
を
中
心

と
し
て
点
数
一
〇
〇
点
余
、
年
代
的
に
は
明
治
一
五
年
か
ら
三
三

年
の
も
の
ま
で
存
在
す
る
。
慶
應
義
塾
大
学
に
入
っ
て
き
た
経
緯

は
、
今
日
、
誰
も
知
る
者
が
い
な
い
が
、
仁
禮
景
範
の
邸
宅
が
三

田
綱
町
に
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
分
は
「
仁
礼
家
所
有
船
橋
九
日
市
塩

田
文
書
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
く
塩
田
開
発
や
塩
田
経

営
関
係
史
料
を
中
心
と
し
て
九
点
、
年
代
的
に
は
明
治
二
一
年
か

ら
三
七
年
の
も
の
ま
で
存
在
す
る
。
た
だ
し
九
点
の
い
ず
れ
も
が
、

国
文
学
研
究
資
料
館
が
古
い
時
代
に
複
数
の
史
料
を
合
冊
し
た
も

の
で
あ
る
の
で
、
原
形
態
で
数
え
れ
ば
、
実
質
的
な
点
数
は
数
十

点
ぐ
ら
い
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



勲
功
華
族
仁
禮
景
範
家
の
塩
田
経
営

三
〇
三　
（
三
〇
三
）

　

両
史
料
群
を
合
わ
せ
て
も
点
数
的
に
決
し
て
多
い
と
言
え
ず
、

こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
可
能
な
限
り
の

考
察
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

三　

船
橋
三
田
新
田
開
発
の
経
緯

　

船
橋
三
田
新
田
は
、
広
い
意
味
で
行
徳
塩
田
の
一
角
に
属
す
る
。

江
戸
時
代
の
行
徳
塩
田
は
文
字
通
り
行
徳
を
中
心
と
す
る
地
域
に

展
開
し
て
お
り
、
幕
府
が
い
ざ
と
い
う
時
の
塩
確
保
の
た
め
、
江

戸
に
近
い
こ
の
塩
田
を
保
護
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
に

入
っ
て
保
護
を
失
い
、
十
州
塩
田
な
ど
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
た

が
、
東
京
で
の
塩
消
費
の
増
加
や
県
内
外
の
味
噌
・
醤
油
醸
造
業

か
ら
の
需
要
の
増
加
が
あ
っ
て
、
新
た
な
塩
田
が
開
発
さ
れ
、
船

橋
方
面
へ
延
び
て
い
っ
た
。
し
か
し
明
治
三
八
年
の
専
売
制
施
行

は
こ
の
地
域
の
塩
田
に
打
撃
を
与
え
、
さ
ら
に
昭
和
四
（
一
九
二

九
）
年
の
製
塩
地
整
理
に
よ
り
、
京
浜
工
業
地
帯
に
組
み
込
ま
れ

て
い
く
こ
と
と
な
っ（
６
）た。

　

そ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
で
、
仁
禮
家
が
経
営
す
る
こ
と
と
な
っ

た
船
橋
三
田
新
田
は
、
そ
も
そ
も
次
の
よ
う
な
経
緯
で
開
発
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

〔
史
料（
７
）１〕

　
　
　
　
　
　

塩
田
開
墾
名
面
替
之
願

　

下
総
国
東
葛
飾
郡
船
橋
駅
九
日
市

　
　
　

字
浜
田
西
漁
師
町
続
民
有
地
外
官
有
地

　
　
　

但
西
方
堤
三
百
○
五
間
東
堤
弐
百
七
拾
七
間

　
　
　
　

南
海
面
堤
弐
百
七
拾
間
北
ノ
方
弐
百
七
拾
間

右
者
明
治
十
四
年
四
月
中
毛
利
元
国
ヨ
リ
塩
田
開
墾
之
儀
出
願

之
処
同
廿
五
年
迄
無
料
貸
渡
候
旨
御
許
可
相
成
爾
来
自
費
ヲ
以

塩
田
開
墾
罷
在
候
処
都
合
有
之
同
十
五
年
八
月
中
荒
川
己
次
中

村
四
郎
児
玉
軍
兵
衛
名
面
替
御
聞
届
相
成
居
候
処
此
際
仁
禮
景

範
江
譲
渡
候
ニ
付
同
氏
之
名
面
ニ
御
書
換
被
成
下
度
然
ル
上
者

元
国
出
願
之
通
取
計
可
仕
候
間
特
別
之
御
詮
議
ヲ
以
右
名
面
替

御
聞
届
被
下
度
此
段
連
署
ヲ
以
奉
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
芝
区
三
田
綱
町
拾
番
地

�

子
爵　

仁
禮　

景
範　

印　

　
　

明
治
廿
一
年
一
月　
　
　

鹿
児
島
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
三
田
壱
丁
目
四
拾
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寄
留
亡
軍
兵
衛
相
続
人

�

児
玉　

利
国　

印　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
弐
拾
七
番
地
寄
留

�

荒
川　

己
次　

印　



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

三
〇
四　
（
三
〇
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
三
田
綱
町
拾
番
地
寄
留

�

中
村　

四
郎　

印　

�

戸
長　

在
原　

震
平　

印　

　
　

千
葉
県
知
事　

船
越　

衛　

殿

�

（
傍
線
筆
者
）

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
塩
田
は
明
治
一
四
年
四
月
に
毛
利
元
国
が
官

有
地
二
六
町
歩
の
塩
田
開
墾
を
出
願
し
、
同
二
五
年
ま
で
無
料
貸

し
渡
し
さ
れ
、
自
費
で
塩
田
を
開
墾
し
た
。
と
こ
ろ
が
都
合
あ
っ

て
同
一
五
年
八
月
に
荒
川
己
次
・
中
村
四
郎
・
児
玉
軍
兵
衛
に
名

義
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
二
一
年
一
月
、
仁
禮
景
範
へ
譲
り
渡

さ
れ
た
。
し
か
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
そ
れ
以

前
に
仁
禮
家
の
経
営
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ（
８
）る。

　

そ
し
て
こ
の
塩
田
の
仁
禮
景
範
へ
の
名
義
変
更
は
実
現
し
、
次

の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
年
一
〇
月
、
千
葉
県
知
事
に
対

し
、
明
治
一
四
年
よ
り
一
二
年
間
の
未
開
墾
年
期
中
で
拝
借
中
で

は
あ
る
が
、「
無
代
価
下
げ
渡
し
」
を
願
い
出
て
い
る
。

〔
史
料（
９
）２〕

　
　
　
　

埋
立
塩
田
地
盤
御
下
ケ
願

御
県
下
東
葛
飾
郡
船
橋
九
日
市
地
先
字
浜
田
分
□
□
三
田
新
田

埋
立
塩
田
大
縄
反
別
弐
拾
六
町
歩
ハ
元
海
面
ニ
シ
テ
去
明
治
十

四
年
よ
り
嚮
拾
弐
年
間
拝
借
致
埋
立
事
業
従
事
候
処
追
年
成
功

熟
地
相
達
候
間
未
開
墾
年
期
中
ニ
御
座
候
得
共
該
所
地
盤
永
代

無
代
価
御
下
渡
相
成
候
様
奉
願
上
候
然
ル
上
者
御
成
規
ニ
随
ヒ

地
租
御
査
定
を
願
至
当
之
税
額
上
納
可
仕
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
芝
区
三
田
綱
町
弐
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
墾
人

�

子
爵　

仁
禮　

景
範　

印　

　

明
治
廿
一
年
十
月�

戸
長　

在
原　

震
平　

印　

　　
　

千
葉
県
知
事　

船
越　

衛　

殿

　

こ
の
願
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
さ
ら
に
明
治
二
八
年
二
月
に
は
二

五
か
年
間
の
免
租
を
願
い
出
て
い
）
（（
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仁
禮
景
範
は
、
官
有
地
の
無
償
下
げ
渡
し
、
さ

ら
に
免
租
と
い
う
破
格
の
条
件
で
塩
田
を
入
手
し
、
経
営
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

四　

船
橋
三
田
新
田
の
経
営
内
容

　
（
一
）
地
主
─
小
作
関
係



勲
功
華
族
仁
禮
景
範
家
の
塩
田
経
営

三
〇
五　
（
三
〇
五
）

　

船
橋
三
田
新
田
に
は
、
現
地
に
支
配
人
が
お
り
、
常
時
六

〜
九
人
の
小
作
人
を
使
っ
た
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
す

で
に
楫
西
光
速
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
塩
田
で
の
労
働
は
、
夏
場
を
中
心
に
季
節
労
働
的
で

あ
っ
た
。
表
１
は
明
治
三
三
年
の
月
別
製
塩
高
、「
桶
」（
現

物
）
ベ
ー
ス
で
の
「
税
塩
」（
小
作
料
の
こ
と
）、
そ
れ
を
金

額
ベ
ー
ス
に
直
し
た
場
合
の
「
税
塩
」（
小
作
料
）
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
製
塩
高

は
夏
場
の
五
月
か
ら
九
月
に
集
中
し
て
い
る
。
年
間
の
労
働

日
数
は
一
〇
〇
日
程
度
で
、
こ
れ
は
十
州
塩
田
の
半
分
程
度

で
あ
る
。
釜
屋
は
地
主
の
所
有
で
、
小
作
人
に
貸
与
し
て
い

た
が
、
修
繕
費
は
小
作
人
負
担
、
ま
た
製
塩
道
具
類
は
す
べ

て
小
作
人
の
負
担
（
所
有
）
で
あ
っ
）
（（
（
た
。

　

船
橋
三
田
新
田
に
お
け
る
小
作
証
文
に
は
次
の
よ
う
な
規

程
が
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
）
（（
（
３
〕

　
　
　
　
　
　

第
一
条

　

一
明
治
三
十
二
年
一
月
一
日
ヨ
リ
同
年
十
二
月
三
十
一
日

迄
製
塩
出
来
高
ノ
内
訳
税
金
左
ノ
如
シ

　
　

塩
相
場
壱
円
ニ
十
桶
ヨ
リ
高
直　

壱
割
七
分

月 製塩高（桶） 税塩（小作料）（桶） 同左（円）

（月 （396 407 60

（ 月 4464 758 （（3

3 月 98（8 （67（ （（（

4 月 90（6 （534 （53

5 月 （7086 （904 30（

6 月 （（（3（ 35（（ 353

7 月 （8（03 （950 （89

8 月 30657 5070 508

9 月 （3703 40（9 44（

（0月 9689 （647 （8（

（（月 948（ （6（（ （68

（（月 9355 （590 （77

計 （649（9 （7683 （956

表 （　明治33年月別製塩高・税塩（小作料）

出所）　国文研 5「明治33年 （ 月ヨリ　塩田出来高検査報告簿」



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

三
〇
六　
（
三
〇
六
）

　
　

同
十
桶
〇
壱
分
ヨ
リ
十
五
桶
迄　

壱
割
六
分

　
　

同
十
五
桶
〇
壱
分
ヨ
リ
二
十
桶
迄
壱
割
五
分

　
　

同
二
十
桶
〇
壱
分
ヨ
リ
安
直　
　

壱
割
三
分

　
　
　
　
　
　

第
二
条

　

一
製
塩
一
昼
夜
ノ
御
検
査
時
々
相
受
ケ
検
査
済
売
捌
方
可
致
事

　
　
　
　
　
　

第
三
条

　

一
御
検
査
無
之
内
製
塩
売
却
致
間
敷
事

　
　
　
　
　
　

第
四
条

　

一
上
納
ノ
儀
ハ
浜
相
場
毎
ニ
計
算
シ
検
査
済
ノ
上
第
一
条
ニ
依

リ
直
ニ
現
塩
ヲ
以
テ
上
納
可
致
事

　
　

但
シ
地
主
ヨ
リ
金
円
ヲ
以
テ
上
納
ヲ
命
ス
ル
ト
キ
ハ
第
一
条

ノ
割
ニ
三
分
ヲ
加
エ
テ
必
ス
上
納
ス
ベ
キ
事

　
　
　
　
　
　

第
五
条

　

一
製
塩
上
ニ
付
下
作
人
不
正
之
手
筋
ヲ
以
テ
御
損
毛
相
成
候
儀

於
有
之
倍
増
ノ
償
却
可
致
事

　
　
　
　
　
　

第
六
条

　

一
釜
屋
場
面
ノ
儀
ハ
下
作
中
ハ
修
繕
可
致
候
最
モ
不
慮
ノ
災
風

ニ
テ
囲
堤
切
レ
所
出
来
大
破
或
ハ
流
失
等
ノ
修
繕
ノ
儀
ハ
地

主
持
事
囲
堤
修
繕
ノ
儀
ハ
各
自
受
持
場
面
ヲ
一
坪
立
方
ニ
付

五
拾
銭
宛
ニ
テ
受
持
事

　
　

但
シ
御
貸
渡
シ
ノ
釜
屋
汐
船
ハ
勿
論
物
品
返
上
ノ
節
ハ
夫
々

破
損
物
無
之
様
返
上
可
致
事

　
　
　
　
　
　

第
七
条

　

一
前
納
（
幾
何
）
差
上
置
候
ニ
付
テ
ハ
事
故
ア
リ
テ
御
断
申
出

候
節
ハ
速
ニ
御
返
戻
可
被
下
事

　
　
　
　
　
　

第
八
条

　

一
年
限
中
地
主
ト
雖
モ
無
謂
シ
テ
地
所
引
揚
ケ
等
無
之
事

　
　

右
之
条
々
明
治
三
十
二
年
一
月
ヨ
リ
同
十
二
月
迄
御
約
定
仕

候
儀
相
違
無
之
条
万
一
違
背
ノ
儀
於
有
之
ハ
約
定
期
限
内
ニ
テ

モ
塩
水
共
引
揚
ケ
相
成
候
共
苦
情
申
間
敷
依
テ
保
証
人
相
立
証

書
如
件

　
　

何
年
何
月
日

�

下
作
人　

何　

ノ　

某　

印　
　
　

�

保
証
人　

何　

ノ　

某　

印　
　
　

�

（
傍
線
筆
者
）

　

ま
ず
、
第
一
条
、
第
四
条
に
お
い
て
、「
税
金
」（
こ
こ
で
は
小

作
料
の
こ
と
）
は
塩
相
場
に
よ
り
一
割
三
分
〜
一
割
七
分
を
現
塩

で
上
納
す
る
こ
と
、
但
し
地
主
よ
り
金
納
を
命
ず
る
時
は
三
分
を

加
え
て
上
納
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
す
べ

て
金
納
と
な
っ
て
い
た
よ
う
）
（（
（
で
、
し
か
も
他
浜
と
比
べ
て
重
い
負



勲
功
華
族
仁
禮
景
範
家
の
塩
田
経
営

三
〇
七　
（
三
〇
七
）

担
で
あ
っ
）
（（
（
た
。

　

ま
た
、
第
二
条
、
第
三
条
に
あ
る
よ
う
に
、
小
作
料
上
納
後
余

っ
た
塩
は
、
検
査
を
済
ま
せ
た
上
で
自
由
に
売
り
捌
く
こ
と
が
で

き
た
。
但
し
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
三
二
年
頃
か
ら
の
よ

う
で
、
明
治
二
九
年
頃
ま
で
は
「
三
田
新
田
製
塩
売
捌
人
」
が
製

塩
全
部
を
売
り
捌
）
（（
（
き
、
同
年
九
月
頃
か
ら
製
塩
高
の
五
分
を
小
作

人
勝
手
売
、
あ
と
の
五
分
を
売
捌
人
が
売
却
す
る
こ
と
と
し
、
三

〇
年
一
月
か
ら
三
二
年
頃
ま
で
は
勝
手
売
四
分
、
問
屋
へ
入
荷
高

六
分
と
な
っ
て
い
）
（（
（
た
。

　

ま
た
、
第
六
条
に
あ
る
よ
う
に
、
囲
堤
大
破
ま
た
は
流
失
の
際

の
修
繕
は
地
主
が
受
け
持
つ
が
、
そ
う
で
な
い
限
り
、
修
繕
は

「
場
面
」（
諸
費
用
）
を
一
坪
立
法
に
つ
き
五
〇
銭
ず
つ
と
定
め
、

小
作
人
各
自
が
受
け
持
っ
た
。
こ
の
点
も
、
当
浜
の
小
作
人
が
他

浜
の
小
作
人
と
比
べ
て
負
担
が
重
い
一
因
と
な
っ
て
い
）
（（
（
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
船
橋
三
田
新
田
に
お
い
て
は
、
他
浜
に
比
べ
て

総
じ
て
小
作
人
の
負
担
が
重
く
、
逆
に
地
主
で
あ
る
仁
禮
家
に
は

相
対
的
に
負
担
が
軽
く
な
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
な
お
、
小
作
人
が
仁
禮
家
へ
宛
て
た
借
金
証
文
が
多
数

残
っ
て
お
り
、
借
り
た
金
は
松
葉
な
ど
燃
料
仕
入
れ
に
宛
て
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
）
（（
（
る
。

　
（
二
）
塩
生
産
高
、
小
作
料
、
収
支

　

船
橋
三
田
新
田
に
お
い
て
は
、
当
初
資
金
を
第
五
銀
行
と
日
本

銀
行
か
ら
借
り
て
い
た
。
表
２
は
、
同
塩
田
初
期
の
頃
の
借
入
金

の
動
き
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
年
月
日
は
わ
か
ら
な
い

が
、
第
五
銀
）
（（
（
行
か
ら
仁
禮
・
児
玉
・
荒
川
三
人
で
二
七
六
〇
〇
円

を
借
り
入
れ
、
そ
の
う
ち
の
三
分
の
一
の
九
五
七
六
円
六
六
銭
七

厘
を
仁
禮
景
範
分
の
借
金
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
そ
れ
は
日
本
銀

行
か
ら
借
り
換
え
て
い
る
。
仁
禮
は
明
治
一
七
年
、
お
そ
ら
く
小

作
人
か
ら
徴
収
し
た
と
思
わ
れ
る
堤
防
修
繕
費
三
〇
〇
円
を
返
済

に
回
し
、
一
方
、
同
二
〇
年
一
一
月
に
は
荒
川
分
借
金
の
う
ち
六

〇
〇
〇
円
を
引
き
受
け
、
借
入
残
額
を
一
万
五
二
七
六
円
余
と
し
、

そ
こ
か
ら
税
塩
揚
高
（
取
り
立
て
た
小
作
料
）
二
六
六
円
余
と
荒

川
か
ら
の
返
済
分
二
三
七
円
余
を
差
し
引
い
て
（
返
済
に
回
し

て
）、
残
額
一
万
四
七
七
二
円
余
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治

二
二
年
四
月
に
利
子
三
五
三
円
余
を
加
算
し
）
（（
（
て
借
入
残
額
は
一
万

五
一
二
六
円
余
と
な
っ
た
が
、
同
二
五
年
六
月
に
日
本
銀
行
へ
一

万
円
を
一
挙
に
返
済
し
、
残
額
を
五
一
二
六
円
余
と
し
た
。
こ
の

後
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
う
い

っ
た
銀
行
か
ら
の
借
入
金
に
加
え
て
家
門
永
続
資
金
、
金
禄
公
債

な
ど
を
塩
田
経
営
に
利
用
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
わ
か
ら
な

い
。



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

三
〇
八　
（
三
〇
八
）

　

船
橋
三
田
新
田
に
お
け
る
塩
の
生
産
高
は
表
３
の
ご
と
く
で
あ

る
。
当
初
か
ら
年
間
十
数
万
桶
、
石
高
に
直
し
て
（
万
石
前
後
の

安
定
的
な
生
産
が
得
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
三
五
年
か
ら
急
減
し

て
一
〇
万
桶
を
割
り
、
同
三
七
年
途
中
で
帳
簿
は
終
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
翌
年
、
小
作
人
の
一
人
で
あ
る
小
川
紋
蔵
に
塩
田
を
売
却

し
て
い
）
（（
（
る
。

　

三
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
生
産
減
に
は
、
台
湾
か
ら
の
塩
を
用
い

た
再
製
塩
の
生
産
が
国
内
で
さ
か
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
一
因
を
な

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た
明
治
三
六
年
の
小
作
人

の
「
嘆
願
書
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
出
て
く
る
。

〔
史
料
）
（（
（
４
〕

　
（
前
略
）
去
ル
三
拾
二
年
五
月
ヨ
リ
台
湾
食
塩
ノ
専
売
制

度
ヲ
発
布
セ
ラ
レ
タ
ル
結
果
爾
来
年
々
其
ノ
産
額
ヲ
増
加
シ

ツ
ヽ
ア
ル
ニ
ハ
相
違
無
之
候
ニ
付
左
ニ
申
述
候

一
、
三
十
二
年
度
ニ
ハ　

千
八
百
三
十
九
万
六
千
斤
余

一
、
三
十
三
年
度
ニ
ハ　

五
千
八
百
九
十
一
万
斤
余

一
、
三
十
四
年
度
ニ
ハ　

八
千
四
十
三
万
斤
余

一
、
三
十
五
年
度
ニ
ハ　

一
億
二
十
四
万
斤
余

一
、
三
十
六
年
度
ニ
ハ　

一
億
三
千
七
百
万
斤
余

右
之
儀
ニ
付
キ
当
行
徳
浜
ニ
於
テ
右
品
買
入
レ
再
製
致
シ
候

年月日 借入・返済 差引残高 摘要

9576.667 9576.667 第五銀行よりの借入（のち日本銀行
より借り換え）の （/3

明治 （7 −300 9（76.667 堤防修繕費を返済に回す

明治 （0.（（. （ 6000 （5（76.667 荒川氏負担のうち引受（借入金に加
える）

−（66.667 （50（0 税塩揚高 400 円のうち （/3 を「銀行
本入」（返済に回す）

−（37.（55 （477（.845 荒川氏返済につき「本入金」（返済に
回す）

明治 （（.4. （0 353.335 （5（（6.（8 明治 （（.（（. （5〜（（.4. （0 利金「本入」
（借入金に加算）

明治 （5.6. （0 −（0000 5（（6.（797 日本銀行へ返金

表 （　仁禮家借入金の動き（単位円）

注）　空白は不明であることを示す。
出所）　慶大99「明治（5年 （ 月（（日改　金銭及製塩出納簿」



勲
功
華
族
仁
禮
景
範
家
の
塩
田
経
営

三
〇
九　
（
三
〇
九
）

年度 塩出来高（桶） 同左（石） 税金（小作料）（円） 同左（石）

明治 （7.4〜9 （398（7 86（

明治 （0 度 （50737 9496 （005

明治 （（ 度 （4（430 8973 9（9 6（8

明治 （（ 度 （3（59（ 8353 （354 853

明治 （3 度 （06407 6703 （509 950

明治 （4 度 （04754 （（895 （668 （05（

明治 （5 度 （（938（ 8（5（ （（65 734

明治 （6 度 （6680（ （0508 （（03 757

明治 （7 度 （（906（ 8（（（ 880

明治 3（ 度 （5（96（ 9636 3007

明治 3（ 度 （（69（7 （0（4

明治 33 度 （649（9 （956

明治 34 度 （46（84 （6（3

明治 35 度 98853 （787

明治 36 度 9（688 （783

明治 37（8 か月分） 67379 （05（

表 3　仁禮家塩田生産高・小作料の推移

注）空欄は不明であることを示す。
出所）　国文研 （「塩田収穫調書」、慶大48「（明治3（年惣製塩高并税金書上）」、

慶大83「明治（7年 4 月ヨリ　税金記載帳」、国文研 4「明治3（年 （ 月製塩税金報告帳」、
国文研 5「明治34年塩田出来高検査報告簿」、
国文研 6「明治34年 （ 月ヨリ　塩田出来高検査報告簿」、
国文研 7「（明治35年 （ 月ヨリ　製塩高報告簿）」、国文研 8「明治36年　製塩検査簿」、
国文研 9「（明治37年　製塩検査報告簿）」
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学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

三
一
〇　
（
三
一
〇
）

処
他
ノ
組
合
ニ
於
テ
ハ
資
本
金
六
万
円
ヲ
以
テ
又
々
再
製
所

ヲ
東
京
市
深
川
ニ
設
ケ
現
ニ
製
造
シ
ツ
ヽ
ア
リ
テ
東
京
中
ノ

仲
買
商
店
一
手
ニ
販
売
致
ス
モ
猶
ホ
余
品
有
之
ト
ノ
事
故
東

京
ヘ
輸
出
ス
ル
ノ
見
込
更
ニ
無
之
ニ
付
テ
ハ
旧
ニ
復
シ
行
徳

塩
問
屋
ヘ
売
捌
ク
外
御
座
ナ
ク
候
間
中
外
商
報
赤
穂
相
場
ヲ

変
更
セ
ラ
レ
行
徳
問
屋
相
場
ニ
テ
御
取
立
相
成
度
候

　

明
治
三
二
年
以
来
台
湾
塩
が
移
入
量
を
増
し
、
行
徳
浜
で
は
そ

れ
を
用
い
た
再
製
塩
の
生
産
が
始
ま
っ
た
が
、
東
京
に
再
製
所
を

設
け
東
京
の
仲
買
に
販
売
す
る
他
組
合
に
押
さ
れ
、
そ
う
し
た
中

で
行
徳
の
小
作
人
た
ち
は
行
徳
問
屋
に
販
売
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
が
、
小
作
料
は
高
い
赤
穂
塩
相
場
を
も
と
に
取
り
立
て
ら
れ
て

い
る
た
め
、
実
態
に
合
わ
せ
て
行
徳
問
屋
相
場
で
取
り
立
て
る
よ

う
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
市
場
で
台
湾
塩
の
再
製
塩
が
比
重
を

増
し
て
い
く
流
れ
に
、
行
徳
の
地
の
塩
生
産
が
押
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
明
治
三
八
年

の
塩
専
売
制
施
行
が
相
俟
っ
て
、
仁
禮
家
は
自
己
の
所
有
す
る
塩

田
を
売
却
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
船
橋
三
田
新
田
に
お
け
る
収
入
は
「
税
金
」（
小

作
料
）
で
、
こ
れ
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
他
浜
と
比
べ
て
地
主
の

利
益
が
大
き
く
な
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
支
出
は
、

支
配
人
の
給
与
と
、
大
き
な
災
害
が
あ
っ
た
時
の
修
繕
費
の
地
主

負
担
分
ぐ
ら
い
で
、
大
き
な
災
害
が
な
け
れ
ば
支
出
は
断
然
少
な

く
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
他
浜
に
比
べ
、
地
主
の
支
出
が
少

な
く
な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
各
年
度
の
収
支
と
そ
の
差
引
は
、

表
４
の
ご
と
く
で
あ
る
。
生
産
が
落
ち
る
明
治
三
〇
年
代
後
半
の

デ
ー
タ
が
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
わ
か
る
範
囲
内
で
は
、
デ
フ
レ

期
や
大
き
な
災
害
の
あ
っ
た
年
は
黒
字
幅
が
小
さ
い
か
、
も
し
く

は
若
干
の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
毎
年

の
よ
う
に
黒
字
、
し
か
も
大
幅
な
黒
字
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
史
料
上
で
は
、
明
治
二
五
年
度
が
終
わ
っ
た
時
点
で
そ
れ
ま

で
の
収
支
及
び
そ
の
差
額
の
合
計
を
出
し
て
い
）
（（
（
る
の
だ
が
、
一
〇

年
足
ら
ず
で
約
六
五
〇
〇
円
も
の
利
益
が
得
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
勲
功
華
族
仁
禮
景
範
家
の
船
橋
三
田
新
田

経
営
に
関
し
て
、
史
料
が
乏
し
い
な
が
ら
も
可
能
な
限
り
の
考
察

を
行
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
諸
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
仁
禮
は
、
二
六
町
歩
に
及
ぶ
官
有
地
を
無
償
で
下
げ
渡

さ
れ
る
と
い
う
、
破
格
の
優
遇
措
置
を
受
け
て
い
た
。
初
期
投
資

と
し
て
銀
行
か
ら
多
額
の
資
金
を
借
り
入
れ
て
は
い
る
が
、
地
代

が
ま
っ
た
く
か
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
大
き
い
。
そ
し
て
こ
の
塩
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華
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田
で
は
製
塩
は
小
作
人
を
使
っ
て
行
わ
れ
、
小
作
料
は

他
浜
よ
り
も
高
く
、
製
塩
道
具
は
小
作
人
持
ち
、
ま
た

囲
堤
の
修
繕
費
等
も
、
他
浜
と
違
っ
て
大
破
の
時
以
外

は
地
主
は
負
担
し
な
い
と
い
う
、
収
入
面
で
も
支
出
面

で
も
地
主
に
断
然
有
利
な
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。
実

際
、
収
支
を
見
る
と
、
デ
フ
レ
の
年
や
災
害
の
あ
っ
た

わ
ず
か
な
年
を
除
い
て
極
め
て
良
好
な
収
益
が
得
ら
れ

て
い
る
。
銀
行
か
ら
の
借
金
が
最
終
的
に
ど
う
な
っ
た

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
途
中
ま
で
わ
か
っ
て
い
る
段
階

で
は
順
調
に
返
済
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
い
け
ば
、
完

済
し
て
さ
ら
に
大
き
な
利
益
が
望
め
る
状
況
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
明
治
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
台
湾
塩
を

も
と
に
し
た
再
製
塩
の
浸
透
と
、
決
定
的
に
は
明
治
三

八
年
の
塩
専
売
制
施
行
に
よ
り
、
仁
禮
家
は
船
橋
三
田

新
田
の
経
営
か
ら
撤
退
し
て
、
以
後
北
海
道
の
農
場
経

営
に
力
を
注
ぐ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
研
究
で
は
解
明
し
き
れ
な
か
っ
た
点
も

あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
仁
禮
家
で
は
な
ぜ
他
に
比
べ
て

地
主
に
有
利
な
経
営
が
実
現
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
般
の
塩
田
地
主
と
異
な
っ
て
「
勲
功
華
族
」

や
「
海
軍
中
将
」
と
し
て
の
い
わ
ば
威
光
の
よ
う
な
も

年度 「税金」（小作料） 諸入費 差引

明治（7.4〜9 86（ 7（9 （33

明治（8度 （388 （3（7 6（

明治（9度 （608 （95 （3（3

明治（0度 （060 （（39 −79

明治（（度 （（8（ （36 945

明治（（度 （67（ 373 （（99

明治（3度 （9（3 968 955

明治（4度 （990 560 （430

明治（5度 （436 （0（9 4（7

ここまで計 （3（（4 6650 6474

明治（7度 （（63 （（（0 −47

明治（8度 （304 （30（ （

明治3（度 （0（4 606 （4（8

表 4　船橋三田浜塩田収支（単位円）

出所）　慶大（9「（税金并諸入費書上）」、同57「（塩田収支書上）」、
同59「（塩田収支等書上）」、同83「税金記載帳」、同89「金出入仕払帳」
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の
が
効
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仁
禮
家
が
塩
田
を
売
却
し

た
小
川
紋
蔵
が
小
作
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
を
ど
う
考
え
た
ら

よ
い
か
と
い
う
こ
と
も
疑
問
と
し
て
残
っ
た
。
小
作
人
と
は
い
え
、

そ
れ
な
り
に
資
力
を
蓄
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
要
因
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
他
に
事
例
が
発
掘
さ
れ
蓄
積
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
勲
功
華
族
の
存
在
形
態
に
関
す
る
研
究
が
進
む
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

註（１
）　

松
平
秀
治
「
明
治
初
期
尾
張
徳
川
家
の
経
済
構
造
」（『
社
会
経

済
史
学
』
第
4（
巻
５
号
、
一
九
七
六
年
）、
千
田
稔
「
華
族
資
本
の

成
立
・
展
開
」（『
社
会
経
済
史
学
』
第
5（
巻
１
号
、
一
九
八
六

年
）

（
２
）　

そ
れ
ら
の
一
部
は
楫
西
光
速
『
下
総
行
徳
塩
業
史
』（
ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、
一
九
四
一
年
）
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

犬
塚
孝
明
「
仁
禮
景
範
航
米
日
記
」（
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学

『
研
究
年
報
』
（3
・
（4
、
一
九
八
五
・
六
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

な
お
本
節
の
仁
禮
景
範
の
履
歴
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
基
本
的
に

同
論
文
に
よ
っ
て
い
る
。

（
４
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
掲
浜
野
潔
論
文
に
詳
し
い
。

（
５
）　

こ
の
邸
宅
は
、
明
治
三
九
年
に
渋
沢
栄
一
に
売
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）　

楫
西
、
前
掲
（
２
）
第
一
〜
三
章
、『
千
葉
県
の
歴
史　

通
史

編　

近
現
代
１
』（
千
葉
県
、
二
〇
〇
二
年
）
第
二
章

（
７
）　

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
船
橋
三
田
浜
塩
田
文

書
」
（（
（
以
下
「
慶
大
（（
」
の
よ
う
に
記
載
）

（
８
）　

仁
禮
へ
の
名
義
変
更
は
こ
の
直
後
で
あ
る
が
、
次
の
史
料
（
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仁
禮
に
よ
る
開
墾
は
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
９
）　

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
「
仁
礼
家
所
有
船
橋
九
日
市
塩
田
文

書
」
１
（
以
下
「
国
文
研
１
」
の
よ
う
に
記
載
）。
な
お
本
史
料
は

楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
〇
一
〜
二
頁
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

若
干
の
誤
読
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
全
文
を
掲
載
し

た
。

（
（0
）　

国
文
研
（
、
楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
〇
二
頁

（
（（
）　

楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
六
六
〜
七
頁

（
（（
）　

国
文
研
３
。
楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
六
四
〜
五
頁
に
も
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
若
干
の
誤
読
を
修
正
し
て
再
掲
載
し
た
。

（
（3
）　

楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
六
五
頁

（
（4
）　

明
治
三
六
年
一
二
月
一
日
付
の
小
作
人
か
ら
の
「
嘆
願
書
」
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。「
旧
浜
ハ
一
反
歩
ニ
付
五
円
ノ
税
金
新
浜
ハ
一

反
歩
ニ
付
参
円
ノ
税
金
然
ル
ニ
当
三
田
浜
ハ
以
前
ノ
通
リ
一
割
七

分
ヲ
算
出
ス
レ
バ
一
反
歩
ニ
付
拾
円
内
外
ノ
税
金
ヲ
納
入
致
シ
居

リ
候
ヘ
共
来
年
度
ヨ
リ
是
レ
迄
通
リ
一
割
七
分
ニ
テ
ハ
就
業
致
シ

兼
候
間
是
非
一
割
三
分
ニ
減
税
為
シ
下
サ
レ
度
候
」（
国
文
研
３
、

楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
七
三
〜
四
頁
）

（
（5
）　

楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
七
六
頁
。
こ
の
こ
と
を
示
す
史
料
と
し

て
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
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製
塩
売
捌
方
依
頼
之
件

　

今
般
製
塩
売
捌
方
改
正
之
上
我
々
方
江
買
入
候
而
売
捌
方
之
儀
貴

殿
一
手
ニ
御
依
託
候
条
可
然
御
取
計
有
之
度
候
也

　
　
　

明
治
廿
一
年
一
月
八
日

�

児
玉　

利
国　

�

仁
禮　

景
範　

�

代
理
田
代
甚
六

　
　
　
　
　

加
藤
総
右
衛
門　

殿

�

（
慶
大
65
）

　
　

な
お
、「
代
理
田
代
甚
六
」
は
こ
の
塩
田
の
支
配
人
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

（
（6
）　

楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
七
六
頁

（
（7
）　

注
（
（4
）
で
紹
介
し
た
「
嘆
願
書
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が

あ
る
。「
一
堤
防
ハ
凡
テ
地
主
様
ニ
於
テ
御
修
理
有
之
度
事
（
中

略
）
堤
防
ハ
凡
テ
地
主
様
ニ
於
テ
修
理
下
サ
レ
度
候
ト
ハ
之
レ
モ

他
浜
ニ
於
テ
ハ
塩
税
滞
リ
ナ
ク
上
納
ノ
上
ハ
必
ラ
ズ
地
主
ニ
於
テ

修
理
致
シ
居
ラ
レ
候
間
是
非
当
堤
防
モ
地
主
様
ニ
於
テ
御
修
理
被

成
下
度
候　

但
シ
近
来
小
作
ニ
於
テ
盛
土
一
坪
五
拾
銭
ヲ
以
テ
修

理
御
談
示
ノ
為
メ
我
々
一
同
ハ
年
々
修
理
致
ス
毎
ニ
損
失
高
少
ナ

カ
ラ
ザ
ル
次
第
且
ツ
高
税
等
ノ
為
メ
ニ
昨
年
ヨ
リ
負
債
罷
在
事
ニ

候
」

（
（8
）　

楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
七
七
〜
八
頁

（
（9
）　

第
五
銀
行
は
、
島
津
家
が
出
資
し
て
つ
く
ら
れ
た
鹿
児
島
の
銀

行
で
あ
る
。
の
ち
大
阪
の
三
十
二
銀
行
に
合
流
、
さ
ら
に
十
五
銀

行
に
合
流
す
る
が
、
実
態
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

（
（0
）　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
に
も
利
子
は
つ
い
て
い
た
が
、
そ
の
分

は
そ
の
都
度
返
済
し
て
、
借
入
残
額
の
増
減
に
関
係
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
省
略
し
た
。

（
（（
）　

船
橋
三
田
新
田
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
は
現
在
、
石
碑
が
建
て
ら

れ
て
お
り
、
代
々
の
経
営
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

国
文
研
３
、
楫
西
、
前
掲
（
２
）
一
七
三
〜
四
頁

（
（3
）　

こ
こ
で
こ
の
年
ま
で
の
集
計
を
出
し
て
い
る
の
は
、
表
２
で
見

た
よ
う
に
、
こ
の
年
に
銀
行
に
一
万
円
返
済
し
て
い
る
こ
と
と
関

係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。


